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北空知障がい者支援センターあっぷる (指定一般相談支援事業) 

重要事項説明書 

 

１．当事業所が提供する指定地域相談支援についての相談窓口 

電話   ０１６４‐２２‐１７９８（９：３０～１７：００） 

担当   相談支援専門員  高田 光 

             

２．北空知障がい者支援センターあっぷるの概要 

 

（１）指定番号およびサービス提供地区 

   

 

 

 

    

（２）職員体制 

 資   格 常 勤 業 務 内 容 

管理者 精神保健福祉士 兼務１名  

地域移行支援・地域

定着支援従事者 

（相談支援専門員） 

相談支援専門員 

精神保健福祉士 

常勤兼務 

１名 

 

   

 

（３）営業時間 

月曜日 ～ 金曜日 ９：３０～１７：００ 

※ただし、電話のご相談は、２４時間いつでもお受けいたします。 

   

３．相談支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

 

（１）指定地域移行支援及び指定地域定着支援計画（以下「指定地域相談支援計画」

という）の作成 

＜対象者＞指定地域相談支援計画作成は下記対象者となります。 

① 入所・入院から地域生活へ移行する為、一定期間集中的な支援を必要と認定さ

れた者。 

② 地域移行後、日常的に支援を必要とする者に対して、常時連絡できる体制を取

る必要があると認定され、かつ、緊急時に支援を必要と認定された者。 

     

 

 

事業所名 北空知障がい者支援センターあっぷる 

所在地 〒０７４-０００３  北海道深川市３条１８番３６号 

事業所指定番号 事業所番号 ― ０１３７４００３４７ 

通常の事業実施地域 深川市 沼田町 妹背牛町 北竜町 秩父別町 
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     ご契約者の家族等（入所先・入院先を含む）を訪問して、ご契約者の心身の

状況、おかれている環境等を確認した上で、障害者福祉サービス及びその他の

必要な保健医療サービス、福祉サービス（以下、「障害者福祉サービス等」とい

います）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、指定地域相談支

援計画を作成します。また、障害者福祉サービスの支給申請をご希望される場

合には、申請等を代行いたします。 

 

＜指定地域相談支援計画の作成の流れ＞ 

① 契約者及び家族等の希望並びに契約者について把握された解決すべき課題に基

づき、指定地域相談支援計画の原案を作成します。 

② 事業者は、障害福祉サービス等の担当者を招集して、「指定地域相談支援担当者

会議」を開催し、指定地域相談支援計画の原案に専門的見地からの意見を求め

ます。 

③ 指定地域相談支援計画に位置付けた障害福祉サービス等について、自立支援給

付 の対象の有無を区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者

及び家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。 

④ 指定地域相談支援計画の作成後も、契約者及びその家族等、障害福祉サービス

事業者等と継続的に連絡をとり、指定地域相談支援計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて指定地域相談支援計画の変更、障害福祉サービス事業者等と

の連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

 

（２）指定地域相談支援計画の実施状況の把握作成後の便宜の供与 

・ご契約者及び家族等、障害福祉サービス事業者との連絡を継続的に行い、指定

地域相談支援計画の実施状況を把握します。 

・指定地域相談支援計画の目標に沿って指定地域相談支援が提供されるよう障害

福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。 

・ご契約者の意見を踏まえて、障害程度区分認定の更新申請等に必要な援助を行

います。 

 

（３）指定地域相談支援計画の変更 

ご契約者が指定地域相談支援計画の変更を希望した場合、または事業者が指定地

域相談支援計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に

基づき、指定地域相談支援計画を変更します。 
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４．利用料金 

（１）利用料 

① 指定地域移行支援給付費の料金 

・利用者本人又は扶養義務者の収入に応じ市町村長が示された額(サービス費用の

一割負担)を、お支払いいただきます（定率負担または利用者負担といいます）。 

・定額負担または利用者負担額の軽減などが適用される場合は、この限りではあり

ません。障害福祉サービス受給者証をご覧ください。 

・退院及び退所月については、特に退院・退所のためより多くの支援を行うため、

退院・退所月加算の一割負担があります。 

・退院・退所月以外にも、利用者への訪問による集中的な支援を実施した場合には、 

集中支援加算の一割負担があります。 

・一人暮らしに向けた体験宿泊行った場合、体験宿泊加算（Ⅰ）の一割負担があり

ます。 

・夜間支援を行うものを配置等して、一人暮らしに向けた体験宿泊を行った場合、

体験宿泊加算（Ⅱ）の一割負担があります。 

・受給者証発行後に地域移行支援利用料金表を発行致します。 

② 指定地域定着支援給付費の料金 

地域定着支援サービス費（体制確保）（緊急時支援） 

・利用者本人又は扶養義務者の収入に応じ市町村長が示された額(サービス費用の

一割負担)を、お支払いいただきます（定率負担または利用者負担といいます）。 

・定額負担または利用者負担額の軽減などが適用される場合は、この限りではあり

ません。障害福祉サービス受給者証をご覧ください。 

ただし、市町村より指定地域相談支援対象者と認定された場合、自立支援給付か

ら全額給付されますので自己負担はありません。 

 

（２）指定地域相談支援給付費対象外の料金 

サービスの種類 サービスの内容 金 額 

その他 
・指定地域相談支援提供記録等の複写代 

・写真代 

１０円 

実費 

 

（３）交通費 

通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問する場合、下記の通り御負担頂きます。 

事業所から、１０キロメートルにつき、４００円とする。 
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５． 指定地域相談支援の利用法 

 

（１）指定地域相談支援の利用開始 

当事業所の職員がお伺いし、利用者へ指定地域相談支援の利用についての説明を

おこないます。契約を締結したのち、指定地域相談支援の提供を開始します。 

 

（２）指定地域相談支援の終了 

① お客様のご都合で指定地域相談支援を終了する場合 

文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書でご通知させていただくと

ともに、地域の他の指定一般相談支援事業者をご紹介いたします。 

③ 自動終了 

指定地域相談支援費の支給が取り消されたときは、自動的にサービスを終了いた

します。 

④ その他 

お客様やご家族などが当事業所や当事業所の相談支援専門員に対して、本契約を 

継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座にサ

ービスを終了させていただく場合がございます。 

 

６．事業の運営方針 

（１）当事業所相談支援専門員は、利用者等の心身の特性を踏まえて、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行います。 

 

（２）事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の

意向を尊重し、適切な指定地域相談支援が、総合的かつ効果的に提供されるよう配

慮して行います。 

 

（３）事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、不当に偏ることの

ないよう公正中立に行います。 

 

（４）事業者の実施に当たっては、関係市町村、保健所、相談機関、他の指定一般・

特定相談支援事業者、障害者福祉サービス事業所等との連携に勤めます。 
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７．指定地域相談支援内容に関する苦情 

利用者からの苦情に関する常設の窓口として、社会福祉法第８２条の規定により、

お客様よりの相談（苦情）に適切に対応する体制を整えております。 

     

・担当者                                

苦情受付担当者 ―  北空知障がい者支援センターあっぷる 

                  リーダー   佐藤 和 

                  電話番号  ０１６４-２６-０８６６ 

苦情解決責任者 ―  北空知障がい者支援センターあっぷる 

            センター長 石塚 秀樹 

            電話番号  ０１６４-２２-１７９８ 

苦情解決委員会 ― 第三者委員会（地域の有職者） 

   

・苦情が解決されない場合は、下記の行政機関に申し立てすることが出来ます。 

         ◎深川市 健康福祉課障がい福祉係 

                  電話番号  ０１６４-２６-２１５２ 

◎運営適正化委員会（北海道社会福祉協議会内） 

電話番号  ０１１-２４１-０６８３ 

 

８．虐待の防止のための措置 

事業所では、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、

次の措置を講じます。 

（１）虐待の防止に関する責任者の選定【虐待防止責任者】 

北空知障がい者支援センターあっぷる センター長 石塚 秀樹 

（２）成年後見制度の利用支援 

（３）苦情解決体制の整備 

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

 

９．その他 

（１）従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

 

（２）従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保守する旨を、従業者との雇

用契約の内容に含むものとします。 
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───────  契約をする場合には以下の確認をすること  ─────── 

 

                     令和   年   月   日 

 

 指定地域相談支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて

重要な事項の説明をしました。 

 

       事業者 

          ＜事業者名＞    北空知障がい者支援センターあっぷる 

                   （事業所番号 ― ０１３７４００３４７ ） 

＜住  所＞     北海道深川市３条１８番３６号  

 

＜説明者氏名＞                                  印 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から指定地域相談支援についての重要事項の

説明を受けました。 

 

       利用者 

＜住  所＞ 

＜氏  名＞                  印 

          

（代理人） 

＜住  所＞ 

＜氏  名＞                  印 


